
SureSmile プランニングサポート会員規約 
第１条 サービスの⽬的等 

 本規約は、Teeth Alignment Brain 株式会社（以下「当社」といいます）が、デンツプライシロナ株式会社（以下「DS
社」といいます）の提供する治療装置「SureSmile 」（以下「本装置」といいます）、本装置について DS 社が提供する
ソフトウェア（以下「ソフトウェア」といいます）を利⽤する⻭科医師（以下「利⽤者」といいます）であって、本規
約に基づいて会員登録した者（以下「会員」といいます）に適⽤し、当社から会員に対して、継続的に本装置及びソフ
トウェアを使⽤する上での助⾔、その他のサポートを⾏うことを⽬的とします（以下当社が会員に対して提供するサー
ビスを「⽉額会員サポートサービス」といいます）。 

第２条 ⽉額会員サポートサービスの内容 
１ ⽉額会員サポートサービスの内容は以下のとおりとします。 

種類 サービス内容 
適応確認 利⽤者の依頼により本装置の使⽤を検討する患者（以下「対象患者」といいます）

の症例が本装置に適合するかについて助⾔・提案を⾏います。 
プランニング 適応症確認において「適応」と判断された症例について、対象患者の情報に基づき、

DS 社と協議の上、本装置の作成について助⾔・提案を⾏います。 
治療経過相談 会員に対して、対象患者についての、本装置の利⽤に関する相談に回答します。 

２ プランニングサポートサービスの詳細は、本規約に定めるほか本規約と別に定める「SureSmile プランニングサポー
トサービス利⽤規約」に従います。 

第３条 ⼊会 
１ ⼊会を希望する利⽤者は、本規約の内容をよく確認し、本規約の遵守に同意した上で、当社所定の⼿続によって会員

登録を申込むこととします。 
２ 前項の申込みをした利⽤者は、前項の申込みに対して当社が承諾したときに会員として登録され、会員となります。 
３ 当社は、利⽤者の申込みに対し、利⽤者が⼊会と退会を繰り返しているなど、利⽤者を会員とすることが本規約の⽬

的にそぐわないと判断する場合には前項の申込みに対して承諾しないことがあります。 
  ４ 会員は、会員登録の際に登録した内容の変更があった場合、速やかに当社に所定の⽅法にて変更を申し出ることとし

ます。 
第４条 会費及び料⾦等 

１ ⽉額会員サポートサービスの会費は以下に定めるとおりとします。 
    ⼊会⾦  １万円（税抜き） 

⽉会費  ⽉額２万円（税抜き） 
  ２ 会員は、⼊会時に当社所定の⽅法により⼊会⾦を⽀払います。 

３ 会員は、毎⽉１⽇に当社所定の⽅法により当⽉分の会費を⽀払うこととします。 
４ 会員の⽉額会員サポートサービス料⾦については次に定めるとおりとします（全て税抜き）。  

種類 ⾮会員 ⽉額会員 料⾦発⽣時期 
適応確認 １症例につき 

１万円 
※不適合と判断された場
合であっても発⽣しま
す。 

⽉３回（３症例）まで無料 
※⽉３回を超える場合、 
１回につき５０００円 

利⽤者が当社にサポートサービス
の提供を申し込んだとき 

プランニング １症例につき４万円 
※適応確認において不適応と判断された場合には発⽣し
ませんが、利⽤者が DS 社への発注を⾏うかに関わらず

当社が適応確認において適応と判
断したとき 



発⽣します。 
治療経過相談 該当なし ⽉７回（７質問）まで無料 

※⽉７回を超える場合、 
１回につき５０００円 
※ ⼀問⼀答（1回に1案件、
⽂字数制限あり） 
※ プランニングサービス
を利⽤した症例に限る 

利⽤者が、当社に対し８回⽬の相
談を申し込んだとき 

 
第５条 会員の地位等の譲渡等の禁⽌ 

会員は、会員としての地位⼜は本規約により⽣じた権利を第三者に譲渡、売買⼜は質権の設定その他の担保に供する
等の⾏為はできないものとします。 

第６条 個⼈情報の取扱い 
会員は、当社が個⼈情報（個⼈情報保護法第２条第１項に定める個⼈情報をいう。）につき、以下の各号に定めるとお

り取り扱うことに同意します。 
（１）当社による以下の個⼈情報の取得 

⽒名、住所、電話番号、⽣年⽉⽇、メールアドレス、クレジットカード番号及び有効期限、会員が経営し⼜は所属
する施設の情報、その他会員登録の際に登録した事項 

（２）当社による以下の利⽤⽬的の範囲での個⼈情報の利⽤ 
①当社による本⼈確認 
②DS 社への提供 
③サポートサービスに付随する連絡 
④本装置に関連する教育、学術研究（発表を含む）、開発、その他これらに関連する⽬的 

第７条 会員であること等の表⽰ 
    会員は、会員であること、⽉額会員サポートサービスを受けていることを⽰すため、会員のウェブサイトにおいて下

記①、②の表⽰をすることができます。ただし、会員は、⾃⼰の責任において、当該表⽰が優良誤認表⽰、有利誤認表
⽰、虚偽広告、誇⼤広告、その他不当景品類及び不当表⽰防⽌法、医療法等の関係法令、及びガイドライン等に違反す
るものではないことを確認し、⽉額会員サポートサービスの信⽤が毀損しないよう⼗分に注意しなければなりません。 

 
              【表⽰】 

               
 
 

① 

② 



第８条 退会・会員資格の喪失 
１ 会員本⼈は、毎⽉１０⽇までに当社所定の⽅法で退会⼿続を⾏うことで、当該⼿続きを⾏った⽉の末⽇をもって⽉額

会員サポートサービスを退会することができます。 
２ 会員が次の各号に定める事由に該当した場合には会員は当然に会員資格を失います。 
（１）死亡した場合 
（２）厚⽣労働⼤⾂により⻭科医業停⽌の処分を受け、⼜は⻭科医師免許を取り消された場合 
３ 会員が次の各号に定める事由に該当した場合には、当社は、直ちに会員資格を取り消すことができることとします。 
（１）法令⼜は本規約等に違反した場合 
（２）決済⼿段として当該会員が届け出たクレジットカードが利⽤停⽌となった場合 
（３）会費、プランニングサポート料⾦等の⽀払債務の不履⾏があった場合 
（４）当社において登録された会員情報（住所、電話番号、電⼦メール）に連絡を試みて３か⽉以上が経過しても応答が

なされなかった場合 
（５）会員が暴⼒団員⼜は暴⼒団若しくは暴⼒団員と密接な関係を有する者であった場合 
（６）会員が⼊会と退会を繰り返しているなど、当社において、会員の会員資格を認めることが本規約の⽬的にそぐわな

いと判断した場合 
（７）その他信頼関係を喪失するに⾜りる重⼤な事由があった場合 
４ 前項に従って当社が会員資格を取り消したことにより、会員が⽉額会員サポートサービスを利⽤できなくなり、これ

により当該会員⼜は第三者に損害が発⽣したとしても、当社は⼀切責任を負わないこととします。 
５ 会員が第１項ないし第３項の規定により退会し、⼜は会員資格を喪失した場合、会員は、退会⼜は会員資格喪失の時
点で既に⽀払われた当⽉分の会費の返⾦を求めることができないこととします。 

第９条 利⽤規約の変更 
１ 当社は、本規約の変更が、会員の⼀般に適合するとき⼜は、当社が、本規約の変更が本規約の⽬的に反せず、変更に
係る事情に照らして合理的なものであると判断したときは、会員との個別の合意なしに、本規約を変更できるものとし
ます。 

２ 第１項に基づき本規約の変更をするときは、当社は、その効⼒発⽣時期を定め、かつ、本規約を変更する旨及び変更
後の本規約の内容並びにその効⼒発⽣時期を、効⼒発⽣⽇前に、ソフトウェアを通じて会員に対して表⽰する⽅法⼜は
当社が適当と判断する⽅法で通知します。 

第 10 条 誠実協議及び専属的合意管轄裁判所 
１ 本規約に関連して会員と当社の間で紛争が⽣じた場合、誠実に協議し、これを解決することとします。 
２ 前項の協議にもかかわらず、協議しても解決しない場合は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所としま

す。 
 

以 上 


